
認可外保育施設（企業主導型保育事業、居宅訪問型） 

  保育従事者セミナー 

 

子どもたちの成長、発達の喜びは、保育士にとっても大きな喜びです。大切な子どもたちの心と体の健

やかな成長を願い、セミナーに参加してみませんか。また、グループワークの時間を大切にしたセミナー

内容ですので、県内の保育従事者の交流のきっかけとなれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 プログラム   

１３：３０ 開会 

１３：３５～ 

【前半】 

講義 

環境づくりからのあそびの発達 

【休憩】 １０分 

～１６：４５ 

【後半】 

グループワーク(ディスカッション・発表) 

みんなの保育室の環境からどんな工夫ができるか？ 

（各自、写真持参） 

１６：４５ 閉会 

【目 的】 県内の認可外保育施設（企業主導型保育事業、居宅訪問型）における保

育の向上を図るため保育の技術や環境整備について学ぶ。 

【日 時】 令和６年１月２０日（土） １３：３０～１６：４５   開場 １３：００～ 

 

【対象者】 県内の認可外保育施設（企業主導型保育事業、居宅訪問型）に従事する

保育従事者 

【会 場】 兵庫県民会館 11階 パルテホール 

【定 員】 先着７２人 

【参加費】 無料 

【講 義】 限られたスペースを使った遊びのレシピ 

【講 師】 幼保連携型認定こども園 みつばこども園 園長 兼 

    ＮＰＯ法人 みっくす 代表 神尾 由美 氏  

(ひょうご乳幼児教育・保育マイスター) 

【持ち物】 保育室の画像をカラー印刷したもの 1～2枚（Ａ４サイズが好ましい) 

    または、タブレットも可(グループワーク時に画像を見ることのできるツールなど) 

    ※園の自慢できる所や特徴が出ている箇所を撮影してください。 



 会場案内 

兵庫県民会館 １１階 パルテホール 

〒650-0011  

兵庫県神戸市中央区下山手通 4丁目 16-3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申込方法 
 

兵庫県電子申請共同運営システムよりお申し込みください。 

 

【申込申請 URL】 https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1696556385952 

【Q R コ ー ド】 

 

申込締切り  令和６年１月５日（金） １７：００  ／  先着 ７２名   

 

 

【申込申請に係る留意点】 

◆ 申込の受付がされましたら兵庫県電子申請共同運営システムより、ご登録いただいたアドレス宛に

受付完了メールが届きます。elg-front.jpを受信できるよう設定をお願いいたします。 

◆ 申込後数日返信が無い場合は、①システムからのアドレスがブロックされていないか②迷惑メール

ボックスに振り分けられていないか等をご確認ください。 

 

期限前に定員に達した場合はシステムにより自動で受付を締め切らせていただきます。定員の残数は申込

画面に表示されますのでご確認ください。 

《最寄り駅》 

☆ JR神戸線 ｢元町駅（東口）｣下車 

   →北へ 7分 

☆ 阪神本線 ｢元町駅（東口）｣下車 

   →北へ 7分 

☆ 神戸地下鉄 ｢県庁前駅｣下車 

  →東出口１から右へ 50m 

公共交通機関をご利用ください。 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1696556385952


 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 兵庫県福祉部こども政策課   

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通 5-10-1   TEL：078-362-4184 

E-mail：kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

※ メールでのお問い合わせでは件名に必ず 

   「【各保育施設名】認可外保育施設保育従事者セミナー」とご入力ください。 

《セミナー中止基準》 

⚫ 神戸市に大雨・暴風のいずれかの特別警報が発表された場合。 

⚫ その他、公共交通機関の運行状況、気象や自然災害等の状況を考慮し、参加者の安全確保のため中止 

する場合があります。 

※セミナー中止の場合は申込時に登録いただいたメールアドレスへご連絡します。 

《居宅訪問型保育事業者における集団指導》 

当セミナーは令和３年３月３１日付け厚生労働省事務連絡「認可外の居宅訪問型保育事業者等に対する集

団指導の実施について」における集団指導として実施します。 


